
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給口を通して穀桿が供給される方向と略直交する方向に軸流扱胴を配置し、同軸流扱
胴の始端部から終端部へ向けて軸線方向に穀桿を移送させながら脱穀するコンバインにお
いて、
　軸流扱胴の外周面に螺旋状の案内体を突設し、同案内体に多数の扱歯を螺旋方向に間隔
を開けて突設すると共に、供給口側に位置する案内体の部分は扱歯間において周縁にそっ
て漸次高さが低くなるように形成して、穀稈に接触する各扱歯の接触面が大きくなるよう
にしたことを特徴とするコンバイン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、コンバインに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、コンバインの一形態として、供給口を通して穀桿が供給される方向と略直交する
方向にスクリュー式の軸流扱胴を配置し、同軸流扱胴の下方に受網を配置して、同軸流扱
胴の始端部から終端部へ向けて軸線方向に穀桿を移送させながら脱穀すると共に、受網を
通して穀粒を流下させるようにしたものがある。
【０００３】
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　そして、スクリュー式の軸流扱胴は、扱胴本体の外周面に全長にわたって螺旋状の案内
体を突設している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが、上記したコンバインは、未だ、以下のよう課題を有している。
【０００５】
　 (1)案内体は、穀稈を軸流扱胴の軸線方向へ移送する作用は強いが、供給口を通して供
給される穀桿を略直交する方向に引き込む（取り込む）作用が弱いために、同供給口の近
傍で穀稈が滞留し、脱穀効率が良くないという不具合がある。
【０００６】
　 (2)供給口の近傍で穀稈が滞留すると、穀稈の密度が高くなり、案内体の外周面で穀桿
が圧縮されると共に、同穀稈が受網から受ける摩擦が大きくなって、軸流扱胴の回動負荷
が大きくなるという不具合がある。
【０００７】
　 (3)軸流扱胴の周側方と上方は扱室の側壁と天井壁とにより覆っているが、同側壁と天
井壁とで形成される隅部では、軸流扱胴の外周面との間に大きな空隙部が形成されて、軸
流扱胴の外周面に突設した扱歯と穀桿との接触頻度が低くなって、その個所における脱粒
作用が低くなっているという不具合がある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　そこで、本発明では、供給口を通して穀桿が供給される方向と略直交する方向に軸流扱
胴を配置し、同軸流扱胴の始端部から終端部へ向けて軸線方向に穀桿を移送させながら脱
穀するコンバインにおいて、軸流扱胴の外周面に螺旋状の案内体を突設し、同案内体に多
数の扱歯を螺旋方向に間隔を開けて突設すると共に、供給口側に位置する案内体の部分は
扱歯間において周縁にそって漸次高さが低くなるように形成して、穀稈に接触する各扱歯
の接触面が大きくなるようにしたことを特徴とするコンバインを提供するものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　以下に、本発明の実施の形態について説明する。
【００１６】
　すなわち、本発明に係るコンバインは、基本的構造として、供給口を通して穀桿が供給
される方向と略直交する方向に軸流扱胴を配置し、同軸流扱胴の始端部から終端部へ向け
て軸線方向に穀桿を移送させながら脱穀するようにしている。
【００１７】
そして、特徴的構造として軸流扱胴の外周面に螺旋状の案内体を突設し、同案内体に多数
の扱歯を螺旋方向に間隔を開けて突設すると共に、供給口側に位置する案内体の部分は扱
歯間において周縁にそって漸次高さが低くなるように形成して、穀稈に接触する各扱歯の
接触面が大きくなるようにしている。
【００１９】
【実施例】
　以下に、本発明の実施例を、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　図１及び図２は、本発明に係るコンバイン１としての汎用コンバインを示しており、同
コンバイン１は、機体フレーム２の下部に左右一対のクローラ式の走行部 3,3を配設する
と共に、機体フレーム２の前端部に刈取部４を搬送部５を介して昇降自在に取り付け、同
搬送部５の直後方位置に脱穀部６を配設し、同脱穀部６の直下方位置に揺動選別部７を配
設する一方、同揺動選別部７の後方上部であって、脱穀部６の直後方位置に排藁処理部８
を配設している。
【００２１】
　また、コンバイン１は、機体フレーム２の前部であって、搬送部５の直上方位置に運転
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部９を配設し、同運転部９の直後方位置であって、脱穀部６の直上方位置に穀粒貯留部 10
を配設し、更には、同穀粒貯留部 10の直後方位置に原動機部 11を配設している。
【００２２】
　以下に、コンバイン１の各部の構造について説明する。
【００２３】
　〔走行部〕
　走行部３は、図１に示すように、機体フレーム２の下部に走行フレーム 12を取付け、同
走行フレーム 12の前端部に駆動輪 14を連動連結する一方、走行フレーム 12の後端部に遊動
輪 15を回転自在に軸支し、これら駆動輪 14と遊動輪 15との間に履帯 16を巻回しており、同
駆動輪 14には、機体フレーム２の前部に配置して原動機部 11に連動連結したミッション 13
に連動連結している。図中、 17は転動輪である。
【００２４】
　〔刈取部〕
　刈取部４は、図１に示すように、搬送部５の先端部にプラットホーム 18を連設し、同プ
ラットホーム 18内に左右方向に軸線を向けた横送りオーガ 19を回動可能に横架し、同横送
りオーガ 19の直前方位置に刈刃装置 20を横架し、同刈刃装置 20の直前方位置にディバイダ
ー 21を配置し、同ディバイダー 21の上方位置に掻き込みリール 22を昇降機構 23を介して配
置している。
【００２５】
　このようにして、圃場に植立した穀桿を掻き込みリール 22により掻き込むと共に、刈刃
装置 20により穀桿の根元部分を刈り取り、その後、横送りオーガ 19により同横送りオーガ
19の略中央部に刈り取った穀桿を寄せ集めて、後方の搬送部５へ受け渡すようにしている
。
【００２６】
　〔搬送部〕
　搬送部５は、図１に示すように、機体フレーム２の前端部に前後方向に伸延するフィー
ダハウス 24を上下回動自在に取り付け、同フィーダハウス 24の内部に搬送コンベア 25を配
設する一方、機体フレーム２の前端上部に前部搬送ビータ 26を回動可能に横架している。
図中、 27は、フィーダハウス 24を昇降させる昇降用油圧シリンダーである。
【００２７】
　このようにして、刈取部４の横送りオーガ 19により寄せ集められた穀桿を搬送コンベア
25と前部搬送ビータ 26とで後方の脱穀部６へ搬送するようにしている。
【００２８】
　〔脱穀部〕
　脱穀部６は、図１～図３に示すように、搬送部５の直後方位置に扱室 32を形成し、同扱
室 32の内部に略同一外径を有する円筒状の第 1軸流扱胴 28と第 2軸流扱胴 29とを、それぞれ
回動軸線を左右幅方向に向けた状態にて前後に間隔を開けて配設し、各軸流扱胴 28,29の
直下方位置に受網 30,31を配設している。 80,81はそれぞれ扱胴支軸である。
【００２９】
　そして、扱室 32には、左側前部に搬送部５と連通する供給口 33を形成し、また、右側中
途部に第１軸流扱胴 28から第２軸流扱胴 29へ穀稈を中継する中継口 34を形成し、また、左
側後部に排藁を排藁処理部８へ排出する排出口 35を形成している。
【００３０】
　このようにして、搬送部５によって供給口 33を通して供給された穀桿は、第 1軸流扱胴 2
8の作用によって第 1軸流扱胴 28の始端部である左側端部から終端部である右側端部へ移送
されながら脱穀処理され、その後、中継口 34を通して第２軸流扱胴 29側に中継された穀稈
は、同第２軸流扱胴 29の作用によって第２軸流扱胴 29の始端部である右側端部から終端部
である左側端部へ移送されながら脱穀処理されて、穀粒は自重により各受網 30,31を通過
して下方の揺動選別部７へ落下する一方、排藁は排出口 35を通して後方の排藁処理部８へ
移送されるようにしている。
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【００３１】
　ここで、第１軸流扱胴 28の外径と第２軸流扱胴 29の外径は略同一径として、第２軸流扱
胴 29での脱穀処理面積を大きくして、脱穀処理を円滑かつ確実に行うことができるように
している。
【００３２】
　〔揺動選別部〕
　揺動選別部７は、図 1及び図３に示すように、第 1軸流扱胴 28と第 2軸流扱胴 29の直下方
位置に揺動体 37を揺動機構 38を介して上下方向に揺動可能に配設している。 39は、左右方
向に伸延して一番穀粒を受ける一番穀粒受樋、 40は、左右方向に伸延して二番穀粒を受け
る二番穀粒受樋、 41は唐箕である。
【００３３】
　また、一番穀粒受樋 39内には左右方向に伸延する一番穀粒搬送コンベア 43を配置し、同
一番穀粒搬送コンベア 43の左側端部に上下方向に伸延する揚穀コンベア 44の下端部を連設
する一方、同揚穀コンベア 44の上端部を前記した穀粒貯留部 10に連設して、一番穀粒受樋
39内の一番穀粒を一番穀粒搬送コンベア 43→揚穀コンベア 44→穀粒貯留部 10へ搬送するよ
うにしている。
【００３４】
　そして、二番穀粒受樋 40内には左右方向に伸延する二番搬送コンベア 45を配置し、同二
番搬送コンベア 45の左側端部に前後方向に伸延する還元コンベア（図示せず）の後端部を
連設する一方、同還元コンベアの前端部を前記した扱室 32に連設して、二番穀粒受樋 40内
の二番穀粒を扱室 32に還元して、再度脱穀するようにしている。
【００３５】
　〔排藁処理部〕
　排藁処理部８は、図１に示すように、脱穀部６の第２軸流扱胴 29の直後方位置に後部搬
送ビータ 47を配設し、同後部搬送ビータ 47の後方位置に排藁カッター 48を配設している。
【００３６】
　そして、脱穀部６で脱穀処理された後の排藁を後部搬送ビータ 47の搬送作用によって排
藁カッター 48へ搬送し、同排藁カッター 48により排藁を細断した後に、機体の外部へ排出
するようにしている。
【００３７】
　〔運転部〕
　運転部９は、機体フレーム２の前端中央上部に略矩形箱型状のキャビン 50を配設し、同
キャビン 50内の平面視中央後部に座席 51を配設し、同座席 51の前方位置にフロントコラム
52を配設し、同フロントコラム 52の上端部にステアリングホイール 53と変速レバー 54とを
設けている。
【００３８】
　〔穀粒貯留部〕
　穀粒貯留部 10は、前記した脱穀部６に設けた第 1軸流扱胴 28と第 2軸流扱胴 29の直上方位
置にグレンタンク 55を配設し、同グレンタンク 55に前記した揺動選別部７に設けた一番穀
粒受樋 39を揚穀コンベア 44を介して連通連結すると共に、グレンタンク 55内の右側下部に
横搬出用スクリューコンベア 56を前後方向に軸線を向けて横架し、同横搬出用スクリュー
コンベア 56の後端部に下端部を連通連結した縦搬出用スクリューコンベア 57を原動機部 11
の右側方位置にて上下方向に軸線を向けて配置し、同縦搬送用スクリューコンベア 57の上
端部に後端部を連通連結した排出オーガ 58を前方へ向けて伸延させ、かつ、後端部を中心
に旋回及び上下回動自在としている。 58aは、排出オーガ 58の排出口である。
【００３９】
　このようにして、揺動選別部７によって選別された一番穀粒を揚穀コンベア 44を介して
グレンタンク 55内に搬送して、同グレンタンク 55内に貯留可能とする一方、同グレンタン
ク 55内に貯留している一番穀粒は、横搬出用スクリューコンベア 56→縦搬出用スクリュー
コンベア 57→排出オーガ 58を通して排出口 58aより機体の外部に排出可能としている。
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【００４０】
　〔原動機部〕
　原動機部 11は、機体の上側後部にエンジンＥを配設し、同エンジンＥを刈刃装置 20やミ
ッション 13等の各動力機構部に伝動機構（図示省略）を介して連動連結している。
【００４１】
　そして、エンジンＥを駆動させることによって、各動力機構部が連動して作動するよう
にしている。 59はボンネットである。
【００４２】
　上記のような構成において、本発明の要旨は、脱穀部６の構成にあり、以下に実施例毎
に図４～図１３を参照しながら説明する。
【００４３】
　〔第１実施例〕
　第１実施例では、図４及び図５に示すように、供給口 33側に位置する第１軸流扱胴 28の
始端部 28aの外周面には線材扱歯 60を突設すると共に、同始端部 28aの上方には送塵弁 61を
配設し、第１軸流扱胴 28の残余部 28bの外周面には螺旋状の案内体 62を突設している。 63
は、案内体 62の周縁部に突設した扱歯である。
【００４４】
　そして、第１軸流扱胴 28の始端部 28aの上方に位置する扱室 32の天井部 64には、上方へ
凸状の送塵弁配設空間 65を形成して、同送塵弁配設空間 65内に大型かつ固定式の送塵弁 61
を配設しており、同排塵弁 61は、第１軸流扱胴 28の始端部 28aの上方において、右側端 61a
を前方に位置させると共に、左側端 61bを後方に位置させて、第１軸流扱胴 28の軸線に対
して交差状に配置している。
【００４５】
　また、第１軸流扱胴 28の残余部 28bの上方に位置する扱室 32の天井部 64には、小型かつ
可動式の複数の送塵弁 66を左右方向に間隔を開けて取り付けており、各送塵弁 66は、天井
部 64に上下方向に軸線を向けた回動軸 67を介して回動調節自在に取り付けて、同送塵弁 66
の送塵姿勢を調節可能としている。 68は送塵弁 66同士を連動連結する連動連結片である。
【００４６】
　このようにして、供給口 33側に位置する第１軸流扱胴 28の始端部 28aの外周面には案内
体 62を設けることなく線材扱歯 60を突設することにより、同線材扱歯 60による第１軸流扱
胴 28への穀稈の引き込み作用を強くして、穀稈の取り込み性を向上させることができる。
【００４７】
　その結果、供給口 33の近傍で穀稈が滞留するのを防止することができて、脱穀効率を向
上させることができる。
【００４８】
　しかも、線材扱歯 60は穀桿との接触面積（第１軸流扱胴 28の外周面からの突出幅）が大
きいことから、脱粒性を向上させることができ、この点からも脱穀効率を向上させること
ができる。
【００４９】
　さらには、上記したように供給口 33の近傍で穀稈が滞留するのを防止することができる
ため、穀稈の密度が高くなることがなく、また、第１軸流扱胴 2 8の始端部 28aには案内体
62を設けていないため、穀桿を圧縮することがなくなり、その結果、穀稈が受網 30から受
ける摩擦が小さくなって、第１軸流扱胴 28の回動負荷を低減させることができる。
【００５０】
　また、第１軸流扱胴 28の始端部 28aの上方位置には大型の送塵弁 61を、右側端 61aが前方
に位置すると共に、左側端 61bが後方に位置して、第１軸流扱胴 28の軸線に対して交差状
に配置しているため、第１軸流扱胴 28の始端部 28aの外周面に取り込まれた穀桿を、かか
る送塵弁 61により第１軸流扱胴 28の終端部へ向けて移送させる移送性を良好に確保するこ
とができて、穀稈の詰まり現象が生じないようにすることができる。
【００５１】
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　〔第２実施例〕
　第２実施例では、図６及び図７に示すように、第１軸流扱胴 28の外周面には全長にわた
って多数の線材扱歯 60を突設すると共に、同第１軸流扱胴 28の上方には、前記第１実施例
の場合と同様に送塵弁 61,66を配設している。
【００５２】
　このようにして、案内体 62を設けることなく第１軸流扱胴 28の外周面には全長にわたっ
て多数の線材扱歯 60を突設することにより、第１軸流扱胴 28への穀稈の引き込み作用を強
くして、穀稈の取り込み性を向上させることができる。
【００５３】
　その結果、供給口 33の近傍で穀稈が滞留するのを防止することができて、脱穀効率を向
上させることができる。
【００５４】
　しかも、線材扱歯 60は穀桿との接触面積が大きいことから、脱粒性を向上させることが
でき、この点からも脱穀効率を向上させることができる。
【００５５】
　さらには、上記したように供給口 33の近傍で穀稈が滞留するのを防止することができる
ため、穀稈の密度が高くなることがなく、また、第１軸流扱胴 28の始端部 28aには案内体 6
2を設けていないため、穀桿を圧縮することがなくなり、その結果、穀稈が受網 30から受
ける摩擦が小さくなって、第１軸流扱胴 28の回動負荷を低減させることができる。
【００５６】
　また、第１軸流扱胴 28の上方には送塵弁 61,66を配設しているため、同送塵弁 61,66によ
り穀桿を第１軸流扱胴 28の終端部へ向けて移送させる移送性を良好に確保することができ
て、穀稈の詰まり現象が生じないようにすることができる。
【００５７】
　〔第３実施例〕
　第３実施例では、図８及び図９に示すように、第１軸流扱胴 28の外周面に螺旋状の案内
体 62を突設し、同案内体 62に多数の扱歯 63を螺旋方向に間隔を開けて突設すると共に、供
給口 33側に位置する一定幅Ｗの案内体 62の部分は、扱歯 63,63間において周縁にそって第
１軸流扱胴 28の回転方向ａとは反対方向に漸次高さが低くなるように傾斜縁部 62aを形成
して、穀稈に接触する各扱歯 63の接触面Ｓが大きくなるようにしている。
【００５８】
　このようにして、供給口 33側に位置する一定幅Ｗの案内体 62の部分は、扱歯 63,63間に
おいて周縁にそって漸次高さが低くなるように傾斜させて形成することにより、案内体 62
が穀稈と接触する外周面の面積を削減して、同案内体 62の外周面が穀稈を圧縮する作用力
を低減させることができ、その結果、穀稈が受網 30から受ける摩擦が小さくなって、第１
軸流扱胴 28の回動負荷を低減させることができる。
【００５９】
　しかも、穀稈に接触する各扱歯 63の接触面Ｓが大きくなるようにしているため、第１軸
流扱胴 28への穀稈の引き込み作用を強くすることができて、穀稈の取り込み性を向上させ
ることができる。
【００６０】
　その結果、供給口 33の近傍で穀稈が滞留するのを防止することができて、脱穀効率を向
上させることができる。
【００６１】
　〔第４実施例〕
　第４実施例では、図１０及び図１１に示すように、第１軸流扱胴 28の外周面に全長にわ
たって多数の線材扱歯 60を螺旋状に突設している。
【００６２】
　このようにして、案内体 62を設けることなく第１軸流扱胴 28の外周面には全長にわたっ
て多数の線材扱歯 60を突設することにより、第１軸流扱胴 28への穀稈の引き込み作用を強
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くして、穀稈の取り込み性を向上させることができる。
【００６３】
　その結果、供給口 33の近傍で穀稈が滞留するのを防止することができて、脱穀効率を向
上させることができる。
【００６４】
　しかも、線材扱歯 60は穀桿との接触面積が大きいことから、脱粒性を向上させることが
でき、この点からも脱穀効率を向上させることができる。
【００６５】
　さらには、上記したように供給口 33の近傍で穀稈が滞留するのを防止することができる
ため、穀稈の密度が高くなることがなく、また、第１軸流扱胴 28の始端部 28aには案内体 6
2を設けていないため、穀桿を圧縮することがなくなり、その結果、穀稈が受網から受け
る摩擦が小さくなって、第１軸流扱胴 28の回動負荷を低減させることができる。
【００６６】
　また、多数の線材扱歯 60を螺旋状に突設しているため、かかる螺旋状の線材扱歯 60によ
り穀桿を第１軸流扱胴 28の終端部へ向けて移送させる移送性を良好に確保することができ
て、穀稈の詰まり現象が生じないようにすることができる。
【００６７】
　〔第５実施例〕
　第５実施例では、図１２及び図１３に示すように、第１軸流扱胴 28の周側方にリード体
70を配設すると共に、同リード体 70は第１軸流扱胴 28から離隔する方向に弾性付勢力に抗
して回動自在としている。
【００６８】
　ここで、天井部 64は、平坦な天井壁 64aと前低後高に傾斜した前壁 64bと前高後低に傾斜
した後壁 64cとを具備しており、かかる天井部 64により第１軸流扱胴 28の上部を被覆して
いる。
【００６９】
　そして、前壁 64bと第１軸流扱胴 28の外周面との間には、大きな空隙部 71が形成されて
おり、前記したリード体 70は前壁 64bに取り付けて、空隙部 71中に垂設している。
【００７０】
　すなわち、リード体 70は、前壁 64bに左右方向に軸線を向けて取り付けた支軸 72に、四
角形板状に形成したリード体本体 73の上端縁部をボス部 75を介して枢支し、同リード体本
体 73の上端部と支軸 72との間に弾性付勢体としてのコイルスプリング 76を介設して、同リ
ード体本体 73の下端部を第１軸流扱胴 28側に弾性付勢力により回動付勢している。
【００７１】
　このようにして、リード体本体 73により空隙部 71を狭めて、第１軸流扱胴 28の外周面に
沿って移送される穀稈と扱歯 63との接触頻度をリード体本体 73により高めることができ、
脱粒作用を良好に確保することができて、脱粒効率を向上させることができる。ｂは、リ
ード体本体 73を介した穀稈の流れ方向である。
【００７２】
　そして、藁屑中に混在する穀粒の分離作用も向上し、受網 30への漏下を促進することが
できる。
【００７３】
　また、第１軸流扱胴 28の外周面に設けた案内体 62間に穀稈が移動し易くなり、移送性を
向上させることができて、第１軸流扱胴 28の回動負荷を低減させることができる。
【００７４】
　ここで、リード体 70のボス部 75にはポテンショメータ等の回動量検出センサ 78を取り付
けて、同回動量検出センサ 78によりリード体本体 73の回動量を検出可能としている。
【００７５】
　このようにして、穀粒の流量の増減に伴い、リード体 70の回動量を検出することができ
るようにして、流量センサとしても機能させることができる。
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【００７６】
　従って、リード体 70により穀粒の流量を検出するようにして、同リード体 70が、あらか
じめ設定した異常流量を検出した場合には、オペレータに異常事態の発生を警報するよう
にしている。
【００７７】
　なお、第１実施例～第５実施例では、脱穀部６の第１軸流扱胴 28の構造について説明し
てきたが、第２軸流扱胴 29の構造も同様に構成することができるものであり、第２軸流扱
胴 29では、右側端部が始端部となり、左側端部が終端部となる。
【００７８】
【発明の効果】
　本発明によれば、次のような効果が得られる。
【００７９】
　本発明では、軸流扱胴の外周面に螺旋状の案内体を突設し、同案内体に多数の扱歯を螺
旋方向に間隔を開けて突設すると共に、供給口側に位置する案内体の部分は扱歯間におい
て周縁にそって漸次高さが低くなるように形成して、穀稈に接触する各扱歯の接触面が大
きくなるようにしている。
【００８０】
　このようにして、供給口側に位置する案内体の部分は扱歯間において周縁にそって漸次
高さが低くなるように形成することにより、案内体が穀稈と接触する外周面の面積を削減
して、同案内体の外周面が穀稈を圧縮する作用力を低減させることができ、その結果、穀
稈が受網から受ける摩擦が小さくなって、軸流扱胴の回動負荷を低減させることができる
。
【００８１】
　しかも、穀稈に接触する各扱歯の接触面が大きくなるようにしているため、軸流扱胴へ
の穀稈の引き込み作用を強くすることができて、穀稈の取り込み性を向上させることがで
きる。
【００８２】
　その結果、供給口の近傍で穀稈が滞留するのを防止することができて、脱穀効率を向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るコンバインの一部切欠左側面図。
【図２】　同コンバインの平面図。
【図３】　脱穀部と揺動選別部の側面図。
【図４】　第１実施例としての軸流扱胴の背面図。
【図５】　同軸流扱胴の平面説明図。
【図６】　第２実施例としての軸流扱胴の背面図。
【図７】　同軸流扱胴の平面説明図。
【図８】　第３実施例としての軸流扱胴の側面図。
【図９】　同軸流扱胴の平面説明図。
【図１０】　第４実施例としての軸流扱胴の側面図。
【図１１】　同軸流扱胴の平面説明図。
【図１２】　第５実施例としての軸流扱胴の側面図。
【図１３】　同軸流扱胴の平面説明図。
【符号の説明】
　１　コンバイン
　２　機体フレーム
　３　走行部
　４　刈取部
　５　搬送部
　６　脱穀部
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　７　揺動選別部
　８　排藁処理部
　９　運転部
　 10　穀粒貯留部
　 11　原動機部
　 28　第１軸流扱胴
　 29　第２軸流扱胴
　 32　扱室

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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